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中小企業のためのヨーロッパ版有限会社
―― いわゆるヨーロッパ私会社（Societas Privata 

Europaea – SPE）規則案について ――

久　保　寛　展 *

I. はじめに
II.  SPE 規則案―総論（成立の経緯）
III.  SPE 規則案―各論（規制の内容）
IV.  結びに代えて

I.　はじめに

　1952 年に欧州石炭鉄鋼共同体がわずか 6 ヵ国によって設立されて以降、

EU は 2007 年にはルーマニアとブルガリアが加盟することで 27 ヵ国体制に

なったが、このような漸進的発展は、必然的に EU の域内市場または共同市

場 1 を拡大し、企業の経済活動も多岐に及ぶことになった。このことから、

EU 加盟国内における企業活動の法的側面の調整も、ヨーロッパ会社法の統
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一を目標として、これまでヨーロッパ委員会によって促進されてきた事実が

ある。この促進の必要性は、市場の拡大によって経済がボーダレス化し、グ

ローバル化することで、企業活動が EU の域内市場または共同市場において

果たす役割がますます重要になっていることからも明らかであろう。そのた

めのルールを調整し、統一を図ることが喫緊の課題になることは容易に想像

できるが、この課題は、これまで EU ではとくに各種の会社法のルールを、

指令を通じて国内法化の過程を経ることによって克服され、現在においても

この過程は継続されているところである。しかしながら、たとえ国内法化に

よって各加盟国の法規整が調整されるとしても、たとえば従業員による共同

決定制度の導入の可否のように、EU 全域において完全な調整もしくは統一

が困難である領域が存在することも否定できない。そうであれば、域内市場

もしくは共同市場の拡大にもかかわらず、企業が市場において国境を越えて

事業活動するための障害が存在することになり、この障害は、総人口 5 億人

を超え 2、GDP が 12 兆 5,061 億ユーロ（2008 年）3 に達する EU の経済発展

を阻害する要因にもなろう。

　法的側面の統一を図るには、各加盟国における会社法の調整のほか、EU

域内において統一の会社形式を創設することで企業活動を促進することも一

つの方向性として考えられる。これによって、国境を越えた共同体レベルで

の企業活動を容易にすると同時に、経済状況を改善するための枠組みが提供

されることになるからである。そこで、この目的の実現に向けて、EU では

現在、1985 年成立のヨーロッパ経済利益団体（Europäische Wirtschaftliche 

Interessenvereinigung; 以下、EWIV とする）4、2001 年成立のヨーロッパ

株式会社（Europäische Aktiengesellschaft; 以下、SE とする）5 および 2003

年成立のヨーロッパ共同組合（Europäische Genossenschaft; 以下、SCE と

する）6 の各会社形式をすでに用意し、EU 域内において国境を越えて事業

活動をするためのビークルが提供されている。このうち、とりわけ SE は、
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主として大規模な公開株式会社を前提として、たとえばドイツの Allianz 社、

BASF 社、Porsche 社、Fresenius 社などによっても利用されている実績が

存在するが 7、その反面、EU 域内において企業が占める割合は、大規模公

開会社ではなく、中小企業が 99%以上を形成しているのが事実であって 8、

中小企業が EU 経済の主たる担い手であることは否定できない。そうであれ

ば、大規模な公開株式会社以外にも、中小企業の域内市場へのアクセスを改

善することが重要な課題として浮上し、中小企業の潜在的成長力を十分に発

揮させる措置がますます必要になってこよう 9。しかしそのような必要性に

もかかわらず、EU 域内において統一的な中小企業の事業活動のためのビー

クルは必ずしも存在せず、前述した EWIV や SCE についても中小企業にふ

さわしい会社形式とは認識されていないのが現状である。このことから、中

小企業のための統一的な会社形式がこれまで実務においても要求されると同

時に、さらに学界においても統一的な会社形式の創設に向けて検討されてき

た経緯がある。そこで、EU では、紆余曲折の上、最終的に 2008 年 6 月 25

日に「ヨーロッパ私会社法規則案 10」（以下では、原則としてヨーロッパ私

会社法規則案を、単に規則案とする）がヨーロッパ委員会から理事会に提出

され、この欠落を埋めるための措置が本格的に始動したのである。この規則

案は、2010 年 7 月 1 日に適用が予定されているが（規則案 48 条）、いずれ

にしても、この措置によって大規模な公開株式会社だけでなく、中小企業に

も、EU 域内において統一的な会社形式が用意されることになる。EU 経済

の安定的な成長のためには、ヨーロッパ私会社（Societas Privata Europaea; 

以下では、原則として SPE とする）は、いわば EU 経済の発展のための起

爆剤の一つとして期待されてよいのではなかろうか。将来的にどの程度利用

されるかはいまだ未知数ではあるが、少なくとも国境を越えた事業活動が容

易かつ柔軟になるという法整備面での配慮は注目されるであろう。

　本稿は、このような SPE が EU 域内において果たす重要な役割に直面して、
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2008 年 6 月 25 日に提出された SPE 規則案を取り上げることで、SPE の全

体像を明らかにしたい。そのために、総論として、SPE 創設の経緯を踏ま

えたうえで、EU 域内における中小企業の位置づけ、ならびに SPE の必要

性とその法的根拠を確認し（II.）、さらに各論として、個々の規制の内容を

検討する（III.）。そして最後に、若干の検討を加えた全体の要約を述べる

ことで結びに代えたい（IV.）11。

II. SPE 規則案―総論（成立の経緯）

１．SPE の創設の経緯

　企業の域内市場における事業活動を容易にする「ヨーロッパ会社法」上の

措置は、従来、公開会社（Publikumsgesellschaft）に集中したとされる 12。

これまで多数の会社法指令が定められたが、統一の会社形式としては、単に

大規模な資本会社を指向するにすぎない SE によって、一種の「ヨーロッパ

版株式会社」が創設されたにすぎず、他方、有限会社に対するルールそのも

のは定められなかった。このことから、EU では、中小企業の必要性が見失

われたかのように思われたが、EU 経済のバックボーンを形成し、EU の経

済的成功と高度な雇用創出に寄与するのが中小企業であることは、すでに否

定できない事実である。そうであれば、ヨーロッパ委員会によって、EU 経

済の競争力強化のために「中小企業を第一に考えよ（Think Small First）」と、

中小企業の意義が繰り返し強調されたことは、時宜に適った中小企業政策で

もあろう 13。

　もともと中小企業に共通の EU の会社形式という理念自体については、

ヨーロッパ共同体と同様に、その歴史は比較的古いといわれる 14。まず、パ

リ商工会議所の研究機関である CREDA（Centre de recherche sur le droit 

des affaires）によって、1973 年に「有限会社形式によるヨーロッパ型会社
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形態に関する提案」15 が公表されたことを契機として、この理念が広く現在

の EU に受け入れられる素地ができ、その後 1990 年代初頭にもヨーロッパ

版有限会社の議論が再び実業界および学界によって展開された。この構想自

体は、時間の経過とともに産業団体やヨーロッパ経済社会委員会の支持を得

たとされる 16。この成果は、さらに 1997 年末に「SPE に関する規則（SPE

規則）」17 の公表につながり、その構想は、約 2 年後の 1999 年に国際専門家

グループによって「SPE に関する規則草案（VOE）」18 として結実している。

しかし、このような発展にもかかわらず、EU 全域に及ぶ中小企業のための

会社形式について議論する場合には、常に企業実務において実際の必要性が

あるのかどうかが論じられた。なぜなら、とくに SE に関しては、数十年間

にわたる交渉の上、いわば「陣痛」19 を経て誕生したことが鮮明に記憶され

ていることからすると、国境を超える会社形式を展開する重要なプロジェク

トに取り組むには必然的に一定の慎重さが要求されたからである。その反面、

中小企業が EU 経済の担い手として果たす役割を改善する機会が与えられて

いるにもかかわらず、この機会に迅速に対応しないことだけは避けられなけ

ればならないというジレンマが存在したことも事実である 20。

　それでは、中小企業が EU 全域に及ぶ事業活動のために、実際に SPE の

創設が必要とされるのであろうか。この疑問を解消するには、中小企業の経

済的成果が外国市場の確保にかかっていることも考慮しなければならない。

産業中心のダイナミックな中小企業は、域内市場の利用者であると同時に、

当該中小企業の柔軟性、顧客指向性および改革能力は、中小企業にとって大

きな強みでもある 21。たとえばドイツでも、輸出指向型の典型的な中小企業

の例が、機械および建築業界であり、現在では、これは中小企業全体の約

75%を占め、そのうち平均して 47%が EU 加盟国で事業活動を展開している

とされる 22。中小企業は、これらの強みを発揮するために、効果的な販売と

サービスを提供しなければならないが、販売とサービスの提供は、とくに
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EU の市場では、中小企業がそのための子会社を設立することによってのみ

実現している状況である。そのような子会社を EU 域内において設立する場

合、中小企業は、EU 加盟国ごとに相違する 27 ヶ国の会社法に直面するこ

とになるが、これによって必然的にたとえば設立の要件や業務執行者の責任

問題、その他の会社法上の規整について広範な情報および場合によっては渉

外事件に係る法律相談を必要とさせる。この状況は、中小企業にとって、多

大な費用を発生させるだけでなく、販売サービス網を組織する場合において

不確実性や困難をも発生させるが、この問題を解決するのは容易ではない 23。

　このように EU における中小企業のための会社法が統一化されていない現

状はなかなか克服できなかったが、2000 年以降においても、SPE の立法計

画の必要性自体は実務においても支持されていた 24。たとえばドイツ機械・

建築連合協会（VDMA）25 による 2002 年のアンケート調査によれば、当該

VDMA に加入する企業は、前述のように EU 域内における相違する会社法

やこれに基づく法律相談費用の発生のために現状には満足しておらず、した

がって、SPE の創設に対する強い必要性を生じさせただけでなく、2006 年

7 月にヨーロッパ委員会によって公表された「行動計画の将来的な優先順位

に関する公開ヒアリング」によれば、ヒアリング対象企業の 64%が、中小

企業に固有の会社形式の必要性を肯定したとされる 26。他方、このような実

務の動向から、ヨーロッパ委員会自体も、EU 経済に重要な当該プロジェク

トの重要性を無視できなくなり、消極的ながらも、その着手を表明したこと

で希望に満ちた新しい方向への問題提起がなされた。

　これを受けて、2008 年 6 月にヨーロッパ委員会は「ヨーロッパのための

中小企業法（Small Business Act für Europa）」27 を公表した。この中小企

業法は、250 名未満の従業員を雇用する中小企業を支援することで、それ以

上の労働の場を提供すること、とくに労働集約的な中小企業に対する付加価

値税を引き下げて、若い企業家のために促進プログラムを提供すること、さ
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らには中国やインドへの事業拡大に際しての特別な支援を行うことなどを目

的とし、EU とその加盟国における中小企業の強化のための一連の具体的措

置を定めている 28。これによって、中小企業法の実現に向けてその一歩が踏

み出されたことになるが、その具体的措置の一つとして重要な措置が、ヨー

ロッパ委員会によって 2008 年 6 月 25 日に提出された「SPE 規則案」であ

り、いわばヨーロッパ版有限会社としての SPE の創設に向けた立法活動な

のである。SPE の創設は、まさに中小企業法を構成する重要な部分であって、

実務の要求にも対応する、国境を超える中小企業のためのいわば「ヨーロッ

パブランド」として期待されている 29。その後の 2009 年 3 月にはヨーロッ

パ議会によって当該規則案に係る修正案が提出され、また同年 4 月 27 日に

はヨーロッパ理事会の議長による議長案も提出されたが、これらの草案のう

ち活発な議論を引き起こしたのは、最初に掲げた 2008 年 6 月 25 日のヨー

ロッパ委員会の提出に係る規則案にほかならない。いずれにしても、SPE は、

現在の中小企業の需要にも合致する、SE のいわば兄弟分としての「ヨーロッ

パ版有限会社」であることに疑いはない。

２．EU の域内市場における中小企業

　ヨーロッパ委員会の報告によれば、域内市場で活動する中小企業 30 は約

2,300 万社に及ぶとされ、これは EU 域内のすべての企業の 99％以上にも達

する一方、これらの中小企業が約 67％の雇用を創出しているといわれる 31。

この事実に基づき、ヨーロッパ委員会も、中小企業の持続的な発展と促進の

強化に努めているにもかかわらず、中小企業は、大企業とは異なり、国境の

外でサービスの提供や商品の販売を行うことは少ない。すなわち、これらの

企業のうち、その約 8%に限り、国境を超えて取引を行っているにすぎず、

またその約 5%に限り、外国に子会社を設けているにすぎないのである 32。

この比率の引上げを妨げる要因としては、言語上の障害や文化的相違だけで
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なく、とりわけ各加盟国における会社法の相違ならびに課税システム、労働

市場ならびに社会システムにおける重大な相違が考えられる 33。これらの相

違によって、国境を越えて事業活動を開始すれば、重大な困難と費用を発生

させるだけでなく、通常、他の加盟国への事業拡大についても妨げられるこ

とになる。外国の業務提携パートナーと協力関係を構築する場合において、

当事者の一方が未知の会社法秩序を受け入れなければならないならば、ここ

に少なくとも法的かつ心理的な障害があることは否定できない 34。また、国

境を超えて事業活動を行う場合、たとえば中東ヨーロッパに位置するポーラ

ンド共和国や、新加盟国のチェコ共和国のように、両国の有限会社は、EU

において広く周知されていない実情から、取引相手方が必ずしも積極的に両

国の有限会社を再認識する価値は存在しないし、他方、新加盟国出身の会社

にとっても、拡大された共通の域内市場に受け入れられないという重大な競

争上の不利益が存在する 35。

　このような問題は、現行法によっても十分に解決できるものではない。各

加盟国における会社法の相違に基づけば、EU の域内市場において独立の子

会社を設立する場合、現在では、その設立はそれぞれ 27 カ国の国内法 36 に

基づき行われるだけでなく、会社の本拠地を EU の他の加盟国に移転する場

合や、国境を超える合併を行う場合であっても、必然的に不利益を伴う 37。

とりわけ、いまだ周知されていない会社形式には、市場の相手方に相当な注

意を喚起させよう。たとえばイギリスの有限責任会社（Limited）のように、

これまで域内市場全体における事実上の EU の会社形式とみなされた会社形

式でさえ、奏功することはなかったとされる 38。すでにドイツでは、少ない

開業費用や高度な柔軟性を有するイギリスの有限責任会社の利点以外にも、

ドイツの有限会社と比べて高度な開示義務、厳格な自己資本の拘束、強化さ

れた業務執行者に対する責任などのような不利益についてもますます認識が

高まったことから、従来と比べて当該会社形式を設立する熱気は著しく冷め
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たといわれる 39。

　たしかに、EU の会社形式としては、前述のように、すでに EWIV、SCE

ならびに SE の各形式が存在しているが、これらの会社形式は、中小企業

の経済活動に最も適切な法的枠組みを提供するものではない 40。たとえば

EWIV については、収益の獲得を指向できないだけでなく、500 名以上の職

員を雇用してはならないという制限がある。また、たしかに内部関係におい

て定款形成の自由が付与されるが、社員は、会社の債務に対して無限の連帯

責任を負わなければならないし、少なくとも 2 名の社員が異なる EU 加盟国

出身でなければならないという不都合も存在する。SCE についても、共同

組合としての一般的な共同組合法上の特殊性に従うことになるし、さらに、

SE は、部分的規制だけが定められた結果として、それ以外については国内

法が適用されることになる。これによって、適用可能な法規整に障害が生じ

るだけでなく、結論として SE は必然的に大企業に限定される。このことか

ら、ヨーロッパ委員会では、別の会社形式の必要性が認識されたことによっ

て、SPE という別のヨーロッパ版の会社形式の導入が企図されたのである。

SPE の導入によって、SPE が中小企業の実際の要求に適合するだけでなく、

その会社形式は、コンツェルンやジョイント・ベンチャーとしての利用にも

柔軟に対応できるよう期待されている 41。

３．SPE の創設の必要性

　前述のように、EU の会社形式としては、EWIV や SCE、さらに SE の各

形式が存在するが、SPE は、とりわけ中小企業を対象として新たな可能性

を開くものと期待されている。なぜなら、この法形式によって、中小企業は、

迅速かつ容易に、また統一的なルールに基づき、EU 域内の外国における子

会社の設立やジョイント・ベンチャーの立上げが可能になるからである。そ

の反面、これまで存在した EWIV などの EU の会社形式についても、中小
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企業のために指令を通じて調整された一部の会社法についても、必ずしも

SPE のための固有の選択肢ではなく、また開業の自由に係るヨーロッパ裁

判所の判例でさえ、中小企業の国境を超える事業活動を容易にすることはで

きなかったと指摘されている 42。このような事情に基づき、現在、SPE がな

ぜ必要なのかは、前述したところと重複する部分もあるが、次の 4 つの理由

から明白になる。

　第一に、中小企業は、子会社の設立に際して、通常は経済活動が行われる

各 EU 加盟国の法形式を選択することになるが、そのような場合には、渉外

事件に係る法律相談の必要性とそのコストの増加を生じさせるだけでなく、

しばしば事業活動を抑制する効果さえ発生させる。そうであれば、SPE は、

非常に効果的な現代型のヨーロッパブランドとして EU 全域において設立で

きる利点があり（法的不安定性の除去）、市場における信頼についても獲得

できるようになる 43。

　第二に、SE ならびに EWIV や SCE のような他の EU の会社形式を利用

する場合においても、前述のような理由からすれば、中小企業にとって適

切であるとはいえない。しかし、もし中小企業が SPE を選択する場合には、

域内市場において増加する競争にも耐えることができ、将来的に市場の開拓

も可能になる 44。

　第三に、中小企業は、単に EU 域内における外国での経済活動の開始を欲

するにすぎず、完全に当該外国へ移転したいわけではないことからすると、

通常の場合、中小企業には所在地を移転すること自体に関心があるわけでは

ない 45。また、課税上の観点からみても、SPE の設立によって、いわば外国

の支店が固有の法人格を有することで、課税上の処理が簡明になる。もし法

的に独立していない支店を外国で開設するならば、場合によっては登記と

支店開設の両者の所在地において二重課税を受けるおそれがあるからであ

る 46。また、国境を超える合併に関する第 10 会社法指令によっても、常に



―  69  ―

（11）

吸収会社の所在地国の会社法の適用を受けることから 47、実務の必要性に応

じることはできない。

　第四に、開業の自由（EC 条約 43 条、48 条）に関する Centros 事件 48、

Überseering 事件 49 および Inspire Art 事件 50 のようなヨーロッパ裁判所の

判例の蓄積によって、たとえばドイツでの事業活動のために、ドイツの多数

の事業者に対して、イギリスの有限責任会社の利用が可能になったことか

ら、これに基づき当初は SPE の必要性自体が否定された。その主要な論拠は、

判例上、EU 域内における会社形式の選択の自由が原則として確保され、ヨー

ロッパ裁判所自体が企業の十分な機動性を確保したことから、新たな超国家

的な会社形式に対する必要性そのものが存在しないのではないかというとい

う疑問である 51。しかしながら、SPE の創設は、ある国家から他の国家への

所在地の移転の機動性や、会社の所在地国以外での活動だけが重要なのでは

なく、その事業活動が多国籍的に国境を超えるが、みずから国境を超えて移

動しない外国における子会社の組織網の創設も可能にさせるものであって、

これはヨーロッパブランドである SPE にしかできないことである 52。

４．SPE の法的根拠

　SPE 規則案の法的根拠は、SE、EWIV および SCE と同様に、共同市場の

目的達成のための EC 条約 308 条であり 53、SPE は、EU 全域において同一

の規整に服する EU の会社形式として導入されることになる。この規整は、

共同体法に基づく規則（Verordnung）の制定によって定められるので、規

則に定められた各規定は、国内法化の過程を経ることなく、各加盟国に直

接に義務づけられることになる（EC 条約 249 条 2 項）。もともと、SPE 規

則案は、完全法規（Vollstatut）として起草されたものであるが、部分的に

規則においても定款においても規定されない領域が含まれている。規則も

しくは定款によって規制されなかった部分に限り、SPE の登記の所在地に
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おいて適用される加盟国の有限会社法の規定が適用されるので（規則案 4

条 2 項参照）54、会社法の外では、各加盟国によって相違する倒産法、労働

法、会計法ならびに民事法一般が適用されることになる 55。したがって、た

とえば倒産法分野では、取締役の個人責任を生じさせるフランスの負債填補

訴権（action en comblement du passif）やイギリスの不正取引（wrongful 

trading）の適用のほか、ドイツにおける適時の倒産申立て義務の遵守（ド

イツ有限会社法 64 条 1 項）が生じることになろう 56。これらの領域が規則

案の適用範囲から除外されたのは、政治的なコンセンサスが達成されなかっ

たからにほかならない 57。

　規則案は、完全法規を実現する意図があったにもかかわらず、簡潔に全

部で 48 ヵ条しか定められていない。これは、「発起人に対する強制的な規

制委任」を利用した結果であるとされる 58。したがって、規則案に係る附則

I において、一定の規制の内容が発起人にあらかじめ提供されるわけではな

く、SPE の定款において発起人が強行法的に規制しなければならない多数

の項目が掲げられているのである 59。たとえば、①利益配当の参加および議

決権のような持分に結合した権利および義務、②持分の譲渡を制限するか、

もしくは禁止する場合についての詳細、③締出し（squeeze out）や売渡権

（Auskaufsrecht）に係る詳細、④現物出資設立の手続、とくに目的財産の

価値に係る検査の要件とその方式、⑤自己持分の取得の可能性とその手続要

件、⑥資本を変更する場合における手続、⑦社員決議の承認の方法ならびに

社員に対する決議案の通知に係る形式および期間、⑧業務執行機関の構成な

らびに業務執行者の選任に係る選定の基準および手続、⑨業務執行機関によ

る SPE の代表に係るルール、がある。

　前述のように、規則案は、総則、設立、持分、資本ならびに従業員の共同

決定など、10 章から構成され、その条文数は全部で 48 ヵ条からなり、定款

の絶対的記載事項に係る 2 つの附則と、所在地の移転の登記に係る申請様式
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を有する比較的広範なものである。このような規則案によって、SPE が実

際にも一貫して EU に定着することが重要であって、SE が主としてドイツ

で受け入れられたように、SPE がいわば「ドイツの SE」60 と批判されたよ

うな状況になってはならない。

III. SPE 規則案―各論（規制の内容）

　SPE が実際に中小企業に受け入れられ、EU 加盟国の各会社形式との競争

を生じうるには、費用面で有利にかつ容易に設立されるとともに、高度な柔

軟性と定款形成の可能性についても示されなければならない。そのような場

合にのみ、SPE は、実際に EU においていわば「自己の居場所」を見出す

ことができるのである。以下では、そのような SPE に係る各規整の特徴を

概観することにしたい。

１．一般規定

　一般規定では、SPE の主要なメルクマールが確定される。すなわち、SPE

は、その資本が持分に分割された法人格を有する会社である（規則案 3 条 1

項（a）（c））。また、いわゆる持分保有者（Anteilseigner）の責任については、

持分保有者が引き受けた資本に限定され（規則案 3 条 1 項（b））、SE の場

合のように、SPEの持分が公募されることも公的に取引されることもない（規

則案 3 条 1 項（d））。さらに、規則案と各加盟国の国内法との関係について、

SPE は、まず、各加盟国に直接適用される規則によって規制されるが、あ

る事項が規則の条文もしくは附則 I に基づく定款によって補充されない場合

にのみ、SPE の所在地における「有限責任会社」に係る各加盟国の国内法

の適用を受ける（規則案 4 条）。選択的に、その間隙を埋めるために加盟国

が設けた規制の適用を受ける場合がある（規則案 43 条参照）。これによって、



―  72  ―

（14）

規則案に定められた規整自体には国内法の適用から一定の距離が置かれ、こ

の方法によって、EU 域内における SPE の実現可能性が相当に容易になる

といわれている 61。

２．設立規整

　（1）設立の要件　　SPE の設立規整では、主として中小企業に対する法

的および行政的障害の除去が目的とされる 62。したがって、まず、SPE の設

立自体についての制限は存在せず、その結果として、SPE は、一もしくは

複数の自然人もしくは法人によって設立される（規則案 3 条 1 項（e））。こ

の場合、自然人については、その者の出身に制限はなく、必ずしも SPE の

設立のために EU の一加盟国に定住している必要もないし、少なくとも 2 以

上の加盟国出身の社員の参加が必要であるわけでもない 63。法人について

は、当該法人が人的会社であるか、資本会社であるかを問わない 64。一人の

者による設立が可能であるために、「一人 SPE」を設立することも可能であ

る。設立の方法としては、SE の場合とは異なり、いわゆる「無からの（ex 

nihilo）」設立（新規設立）が可能であるとともに、各加盟国の会社に許容さ

れている組織変更や合併もしくは分割の方法によっても設立することができ

（規則案 5 条 1 項）、さらに登記の所在地および本拠地もしくは本店について

は、相違する加盟国に設置することができる（規則案 7 条）。新規設立の場

合には、単に、規則案に定められた絶対的記載事項を具備した、全設立社員

の署名による定款の作成が必要であるにすぎない（規則案 8 条 2 項）。この

ような条件からすれば、SPE が、ドイツの有限会社（GmbH）、イギリスの

有限責任会社（Limited）ならびにフランスの有限会社（S.A.R.L）のような

各加盟国の会社形式と直接に競合する可能性を有することになり 65、SPE の

魅力についても、それだけ増大することになる。なお、SPEの商号には、「SPE」

という法形式の文字が付加されなければならない（規則案 6 条）。
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　次に、SPE の設立に際して、SE の場合と同様に、複数の EU 加盟国にお

いて事業を営んでいるという意味での、国境を超える複数の加盟国との関連

性は必要ではない 66。したがって、社員は、EU 域内における所在地の選択

に関係なく、規則案に補充して、SPE がさらなる適用を受ける特定の加盟

国の法秩序を自由に選択することができるようになる（規則案 4 条を参照）。

たとえば発起人が登記の所在地について、たとえばイギリスを選択する一方

で、SPE の実際の本拠地がフランスにある場合には、当該 SPE は、少なく

とも会社法については補充的にイギリス法に服することになる。なお、国境

を超える要件は容易に潜脱できるのではないかとの疑義については、この関

連性を放棄することで回避されたとされる 67。

　（2）SPE の定款　　定款の内容については、規則案自体に具体的な内容

の基準が設けられたわけではなく、附則 I において設立、持分、資本および

組織に係る最低限の記載事項が掲げられているにすぎない（いわゆる発起人

に対する規制委任；規則案 8 条 1 項）。たとえば設立に関しては、SPE の商

号や設立資本、設立社員の氏名および住所など、持分に関しては、持分の分

割や併合の可否、持分譲渡の制限または禁止に係る事由などが定められてお

り、資本に関しては、準備金の積立ての要否、払込みの時期と条件、中間配

当の可否、資本増加または資本減少に係る手続など、さらに機関に関しては、

社員決議の採択の方法、経営機関の構成（いわゆる一層構造あるいは二層構

造）、取締役の適格基準、監査役の有無などが定められている。この場合、

附則 I に定められたこれらの事項が定款に記載されない場合についての制裁

は、規則案自体ではなく、各加盟国の国内法において定められる 68。

　（3）公証人の認証　　定款における公証人の認証は必ずしも必要ではなく、

設立社員全員の署名がある単なる書式で足りる（規則案 8 条 2 項参照）。た

しかに、この措置は簡単な企業の設立の意味においては妥当するが、その反

面、ドイツ法では中立かつ独立の諮問機関として信頼される公証人制度の意
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義が失われるという側面も否定できない 69。つまり、公証人制度は、公証人

の助言義務によって定款の内容に関する高度な適法性の保証を確保するだ

けでなく、規則案によって付与された定款形成の自由に基づき、法的に未

熟な企業家のための公証人による法的支援が期待されないことになるので

ある 70。しかしながら、SPE の設立に際して考慮された簡易化措置は、結局

のところ、認証を必要とすることで複雑化する側面も無視できず、設立の形

式が少なくとも各加盟国の国内法に従うのであれば、EU 全域における SPE

の画一性に反する結果を生じさせることにもなる。したがって、一方では、

公証人の認証の要否について疑義を表明する見解も存在しているところで

ある 71。なお、公証人の認証の利点については、2008 年 10 月 23 日のドイ

ツにおける有限会社法の現代化および濫用の克服に関する法律（MoMiG）72

の立法手続の過程においても示されており、ここでは、設立に際して社員に

対する最低限の法的助言を確保するために、原則として公証人の認証の必要

性が残されている 73。

　（4）SPE の登記　　SPE は、自己の所在地にある加盟国の商業登記簿も

しくは会社登記簿への登記と同時に、法人格を取得する（規則案 9 条 2 項）。

規則案は、SPE について特別な登記手続を定めず、原則として会社の開示

に適用される各加盟国の国内法を援用する（規則案 11 条 1 項）。登記は、電

子的に申請することも可能であり（規則案 10 条 1 項 2 文）、また各加盟国は、

登記申請に必要な事項ならびに文書を要求することもできる（規則案 10 条

2 項）。各加盟国は、選択的に司法官庁もしくは行政官庁による記載事項な

らびに文書の監督を実施するか、もしくは SPE の登記申請に必要な事項お

よび文書の認証を定めることができる（規則案 10 条 4 項）。規則案は、定款

において附則 I 所定のすべての項目が含まれない場合に対する制裁を定めて

いないが、必要な事項が定款に定められなければ、SPE の登記は拒絶される。

そうであれば、附則 I に掲げられた事項は、定款の内容に係る一種の「チェッ
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クリスト」の性質を有することになる 74。すなわち、商業登記簿もしくは会

社登記簿への申請に際して附則 I の各事項が定款に定められているかどうか

は、この「チェックリスト」の審査によって行われるのである 75。ただし、

この場合、内容的な審査は行われない。

　（5）設立前の責任　　SPE の登記前に SPE の名において行為を行った場

合には、当該 SPE が登記後に、当該行為から生じる義務を引き受けること

ができる。しかし SPE が引き受けない場合には、行為者が連帯して無限責

任を負う（規則案 12 条）。

３．持分に対する規整

　（1）持分および持分保有者名簿　　持分保有者（規則案 2 条 1 項（a））に

は、とくに利益や議決権のように持分に付着した権利および義務について多

大な裁量が付与される。したがって、持分に係る規整に関しても、比較的自

由にかつ柔軟に形成されている 76。持分が複数の者によって保有される場合

には、これらの者が持分保有者とみなされ、共同代理人を通じて権利が行使

される（規則案 14 条 4 項）。また、SPE は、持分保有者に対して基本持分

もしくは議決権のない優先持分を付与することができる。SPE には持分保

有者名簿が備え置かれ、かつ保管され（規則案 15 条 3 項参照）、別段の証明

がない限り、この名簿は持分保有者であることの証明として用いられる（規

則案 15 条 2 項参照）。その限りでは、持分保有に係る善意者保護のために利

用される 77。名簿には各持分保有者の氏名や住所、各保有者が保有する持分

の数、持分が共同保有される場合の共同代理人、持分取得の時期など最低限

の事項が記載され（規則案 15 条 1 項参照）、これらの事項は持分保有者もし

くは第三者の要求に応じて調査されうるが（規則案 15 条 3 項）、名簿自体を

登記裁判所に提出する義務は存在しない。

　（2）持分の譲渡　　持分譲渡の制限もしくは禁止（譲渡制限）を導入もし
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くは変更する場合について、その導入もしくは変更には、当該譲渡制限に関

係するすべての持分保有者の同意が必要である（規則案 16 条 1 項）。持分の

譲渡には必ずしも公証人の認証を要しないが、これに代わって単純な書式を

要する（規則案 16 条 2 項）。持分の譲渡は、SPE に対しては、持分保有者

が SPE に譲渡を通知した日に、第三者に対しては、持分保有者が持分保有

者名簿に掲げられた日に有効になる（規則案 16 条 4 項）。ただし、持分の譲

渡は、規則および定款に合致する場合にのみ有効である（規則案 16 条 5 項

1 文）。なお、持分を善意で取得した者の保護については、各加盟国の国内

法の規定が適用される（規則案 16 条 5 項 2 文）。

　（3）持分保有者の締出し（Ausschluss）および退社（Ausscheiden）　　

規則案は、一定の手続上および内容上の要件のもとで、持分保有者の締出

し（規則案 17 条）および退社（規則案 18 条）を定める。まず、持分保有者

の締出しは、とくに持分保有者が SPE の利益に「重大な損害を与えた」か、

もしくは持分保有者の存在が「SPE の事業活動にとって不利」であること

を条件とする。持分保有者の締出しを命じることができるのは所轄の裁判所

であり、持分保有者の決議に基づき行われ、裁判所への締出しの申立ては、

持分保有者の決議後 60 日以内に行われる（規則案 17 条 1 文および 2 文）。

次に、持分保有者は、SPE から退社する権利を有するが、この権利は、SPE

の財産の重要な部分が剥奪されるか、登記の所在地が他の加盟国に移転する

など、SPE の事業活動によって持分保有者の利益に重大な損害が生じる場

合に発生する（規則案 18 条 1 項）。持分保有者は、理由を付した書面によっ

て、SPE に退社を通知しなければならない（規則案 18 条 2 項）。

４．資本制度

　（1）最低資本金　　規則案の資本規制について特徴的なことは、資本規制

が債権者保護として構想されていないことである 78。これは、最低資本金が
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単に 1 ユーロにすぎないことから推測されよう（規則案 19 条 4 項）。この根

拠としてあげられるのは、次の 2 つである 79。すなわち、第一に、新規設立

は低い最低資本金要件によって促進されること、第二に、債権者は今日では

支払能力の判断にキャッシュ・フローのような資本と異なる観点を用いるこ

と、である。また、持分保有者でもある小規模企業の経営機関の構成員は、

たとえば取引銀行のような債権者にしばしば個人保証を要請するのに対し

て、銀行は、たとえば債権の完済の場合にはじめて商品の所有権を譲渡する

ように、債権の保全のために資本以外の方法を利用している 80。さらに、規

則案の起草者においても、法律に基づき、SPE の全利用者に資本数値を固

定化する必要性に疑問を有しているとされる 81。たしかに最低資本金の固定

は、企業の設立の慎重性を証明する一種の堅実性基準（Seriositätsschwelle）

とみなされるが、一般的に最低資本金だけで債権者保護を保障するのに十分

ではなかろう。したがって、SPE は、自己の事業目的に基づく実際の経済

需要に応じて資本を具備しなければならず、資本が具備されない場合には、

たとえば法人格否認の意味におけるドイツの持分保有者に対する責任把握

（Durchgriff）などが検討されることになる 82。

　（2）金銭出資および現物出資　　SPE の設立もしくは資本増加に際して

持分の引受けに対する対価の履行に制限は存在しない。したがって、定款に

規定されるのは、発起人による金銭出資もしくは現物出資の履行である（規

則案 20 条 1 項参照）。この場合、金銭出資について、SPE の持分はその発

行に際して全額払い込まれる必要はなく（規則案 19 条 3 項）、それゆえ、払

込義務の金額に係る基準は規則案に定められていない。これに対して、現物

出資の給付については、どのような所有権、権利あるいは役務などが持分に

対する対価として認められるのか、またそれらがいつ給付されるのかについ

て決定することは出資者の任意である。たとえばドイツの有限会社法では、

現物出資は、主として①取引可能でありかつ会社に譲渡できる権利の客体、
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②固有の財産的価値が付与される権利の客体、③現在の価値を評価でき、か

つその性質上十分な価値を有する権利の客体のそれぞれが対象になりうると

される 83。この意味では、現物出資の対象に役務も含まれることは、ドイツ

の有限会社法によれば役務は社員の付随給付義務として合意されことが少な

くないことからすると、ドイツの有限会社法に基づく現物出資能力を超える

ものと評価されている 84。ただし、SPE の場合には、定款において現物出

資の評価が鑑定人によって行われるのかどうかの確定が必要である（附則

I）85。出資の払込み（対価の支払いもしくは現物出資の給付）の責任は、す

でに持分を保有する者が各加盟国において適用される国内法に基づき責任を

負い（規則案 20 条 3 項）、持分保有者は、原則として合意された対価の支払

義務もしくは合意された現物出資の給付義務を免除されない（規則案 20 条

2 項）。

　（3）配当規制　　規則案は、SPE の資産に着目して、持分保有者に対す

る配当規制（資本維持規整）を設けている。配当とは、持分保有者が、保有

する持分に基づき、直接もしくは間接に、場合によっては金銭の分配もしく

は不動産の譲渡ならびに債務の引受けを含めて、SPE から受ける各経済的

利得をいい（規則案 2 条 1 項（b））、この広範な概念によって債権者保護を

確保している。配当が実施されるのは、SPE の資産が配当後に負債を完全

に補填する場合に限る（計算上のテスト（Bilanztest）；規則案 21 条 1 項 1 文）。

配当議案は、持分保有者ではなく、経営機関によって提出されるが（規則案

21 条 1 項）、持分保有者に対する配当は、原則として定款における確定のほか、

持分保有者の多数決決議によって決定される（規則案 27 条 1 項（e））。

　上述のような配当後の資産が負債を下回らないという意味での計算上の

テストは、たいていの加盟国の規制に対応するといわれるが 86、さらに任

意に持分保有者に対して、定款において補足的に、健全性に係る「ソルベ

ンシーテスト（Solvenztest）」を設ける可能性が認められる（規則案 21 条
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2 項参照）。これによれば、SPE が通常の事業経過において期限の到来し

た債務を、配当後 1 年以内に弁済できる場合にのみ配当することができ、

この場合には、弁済が可能であることを確認する「ソルベンシー証明書

（Solvenzbescheinigung）」の発行が義務づけられる 87。また、持分保有者が

定款に基づき経営機関に対して、配当前のソルベンシー証明書への署名を求

める場合には、その理由や証明の基準など、これに関係する諸要件について

も定められなければならず、当該証明書は、その根拠を明らかにするために

公表されなければならない（規則案 21 条 2 項後段）。この公表に基づくなら

ば、経営機関にとっては、当該証明書のために、場合によっては配当提案の

インセンティブが少なくなるのではなかろうか 88。

　このような配当規制に違反した場合に対する法律効果として、持分保有者

が配当規制に違反していることを知っていたこと、あるいは諸事情によって

違反を知りえたことを、SPE が証明する場合には、当該持分保有者は受領

した配当を返還しなければならない（規則案 22 条）。これに対して、経営機

関の構成員が虚偽の証明書を発行した場合には、損害賠償義務を負わされる

（規則案 31 条 2 項参照）。ただし、この損害賠償義務は SPE に対してのみ

生じるので、債権者が、経営機関に対する直接の請求権を有するわけでは

ない 89。

　（4）自己持分の取得　　SPE は、会社財産の保護のために一定の条件の

もとで自己持分を取得することができる（規則案 23 条 2 項）。ただし、自己

持分の取得前に計算上のテストが実施されるか、あるいはソルベンシーテス

トの実施が定款に定められる限りでは、ソルベンシーテストが実施されなけ

ればならない。自己持分の取得を決定するのは、持分保有者である。自己持

分については、議決権や新株引受権のような持分に結合した非金銭上の権利

は停止される（規則案 23 条 3 項）。定款では、別に追加条件や制限を確定す

ることができる 90。
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　（5）資本減少および資本増加　　資本減少については明文をもって規制さ

れているのに対して（規則案 24 条）、資本増加については対応する規制を欠

く。唯一、資本増加は持分保有者が決定することが定められているにすぎな

い（規則案 27 条 1 項（h））。しかし、附則 I によれば、発起人に対する規制

委任として、資本増加に係る手続および適用される各加盟国の国内法の規定

が定款に定められるので、この範囲内において各加盟国の国内法の適用を受

けることになる。ただし、規則案が、最終的に資本増加に係る固有の規整を

定めなかった場合には、問題が生じることもあるのではないかとの指摘があ

る 91。

５．機関関係

　（1）社員総会　　原則として SPE の持分保有者は、SPE の機関構成に際

しても多大な裁量を有している。基本的に①持分に基づく権利の変更、②持

分保有者の締出し、③持分保有者の退社、④年度決算書の認可、⑤持分保

有者に対する配当、⑥自己持分の取得、⑦持分の買戻し、⑧資本の増加、⑨

資本の減少、⑩経営機関の構成員の指名および解任およびその委任時期、⑪

SPE が決算監査士を置く場合には、当該決算監査士の選任および解任、⑫

SPE の登記された所在地の、他の加盟国への移転、⑬ SPE の組織変更、⑭

合併および分割、⑮解散、⑯以上の事項以外の定款の変更の各 16 の事項に

ついては、持分保有者の多数決決議によって決定される（規則案 27 条 1 項（a）

ないし（p））。これらの事項は例示列挙であり、それ以外の事項についても

含めることができるが、総会の通知時期や方法、招集、運営および代理人に

よる議決権行使などは原則として定款に定められる（附則 I）。持分保有者

が完全に事実を知って決議を行うことができように、すべての持分保有者は、

経営機関によって十分な情報をもって通知される（規則案 27 条 3 項）。前述

の①②③⑨⑫⑬⑭⑮および⑯の決議は総議決権の 3 分の 2 以上の特別多数決
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によって行われる必要があるが（規則案 27 条 2 項）、それ以外の事項に係る

議決の方法や必要な多数決などは定款において確定される。もっとも、たと

えば 4 分の 3 以上の多数決のように特別多数決以上の多数決を規定すること

は可能である。なお、決議の取消しを求める持分保有者の権利については、

各加盟国の国内法に服することになる（規則案 27 条 4 項後段）。ただし、た

とえばドイツの有限会社法のように、社員決議の取消しならびに無効の規制

が存在しない場合においては、ドイツに登記の所在地を有する SPE に対し

て、株式法の規定が適用される 92。

　持分保有者の権利として、まず、持分保有者の一般的な情報請求権が定め

られる（規則案 28 条）。したがって、持分保有者は、決議、年度決算書お

よび SPE の活動に関係するその他の業務について適正な報告を受け、かつ

SPE の経営機関に質問する権利を有している。次に、議決権の 5%を有する

少数社員権として、持分保有者は、理由を示して経営機関に決議案を提出す

る権限を有し（規則案 29 条 1 項）、かつ重大な法規定もしくは定款違反の疑

義がある場合には、所轄の裁判所もしくは行政官庁に独立の鑑定人（とくに

独立の経済監査士）の選任を求める権利（規則案 29 条 2 項）を有する。

　（2）経営機関の地位と権限　　持分保有者は、経営機関の構成員の指名お

よび解任について決定する。この場合、経営機関の構成員とは、企業指揮を

行う各業務執行者、および SPE の指揮機関、管理機関もしくは監督機関の

各構成員をいい（規則案 2 条 1 項（c））、それらの構成員は自然人に限る（規

則案 30 条 1 項）。指揮機関とは、定款に基づき指揮権を有する一もしくは複

数の業務執行者から構成される指揮委員会（Leitungsgremium）（二層式シ

ステムの場合）もしくは経営委員会（一層式システムの場合）をいい（規則

案 2 条 1 項（d））、監督機関とは、定款に基づき指揮機関の監督権を有する

監督委員会（Aufsichtsgremium）（二層式システムの場合）をいう（規則案

2 条 1 項（e））。定款には、経営機関の構成員の委任期間、および場合によっ
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ては選定の基準が定められる。また、各加盟国において経営機関の構成員と

して任務を遂行するために不適任であると宣言された者は、何人も経営機関

の構成員として活動することが禁止される（規則案 30 条 3 項）。この禁止は、

各加盟国の国内法に従うことから、たとえばドイツの場合には、有罪判決

を受けた者や裁判所の判決等により職業の従事を禁止された者などについ

て取締役になることを禁止する有限会社法 6 条 2 項の法律要件に従うこと

になる 93。SPE は、第三者に対して、一もしくは複数の経営機関の構成員で

あって、代表権を委譲できる者によって代表され（規則案 33 条 1 項）、共同

代表権の定めがある場合については定款に規定される（規則案 33 条 2 項）。

　基本的に規則もしくは定款に掲げられなかった全部の決議事項は、業務執

行権を有する経営機関の権限に属するが（規則案 26 条 1 項）、経営機関の構

成については、定款において、一もしくは複数の経営機関の構成員、選択的

に一層式システムか、あるいは二層式システムかが定められる（規則案 8 条

1 項、附則 I）。

　（3）指揮機関の構成員の責任　　経営機関の構成員は、「SPE の最善の利

益のために」行動する義務を負い（規則案 31 条 1 項 1 文）、当該構成員は、

合理的な方法によって活動の遂行に要求される注意および適性をもって行動

しなければならない（規則案 31 条 1 項 2 文）。これによって、構成員の一般

的な注意義務が認められ 94、規則もしくは定款または持分保有者の決議にお

いて確定された事項の、経営機関の構成員の債務不履行に基づき損失もしく

は損害が発生した場合には、当該構成員の責任が認められる（規則案 31 条

4 項）。経営機関の構成員は、SPE に対して義務を負い（規則案 31 条 2 項）、

その義務に対する違反は、SPE の側から追及される 95。ただし、個々の持分

保有者もしくは債権者に対して、経営機関の構成員を直接に訴える権利は付

与していないが、この規則案に関係なく、経営機関の構成員の責任は各加盟

国の国内法に従う（規則案 31 条 5 項）。もっとも、構成員の責任は、事実上
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の経営機関の構成員にまで拡大される（規則案 30 条 2 項）。この場合、債権

者の保護のために、経営機関の構成員の登記は必ずしも重要ではなく、した

がって、この規制は、適法に選任された業務執行者の義務に従う結果となる

事実上の取締役（de facto directors）の理論や 2006 年のイギリス会社法に

よる影の取締役（2006 年イギリス会社法 161 条）の制度に類似するもので

ある 96。

　（4）社員の誠実義務　　経験則上、潜在的に高度な利害衝突を生じさせる

領域が、社員に対する業務執行者の誠実義務と社員相互の間における誠実義

務であり、また会社に対する誠実義務の領域でもあるとされるが、これらの

誠実義務は規則案において定められていない 97。したがって、紛争の可能性

を生じさせるこの領域では、各加盟国の裁判所が規則案に基づく基準なしに、

もっぱら国内法に基づき判断する危険が存在するだけでなく、ヨーロッパ裁

判所についても判断する機会を得ない場合には、この重要な領域において判

断が分かれることになる。このことから、一部では、持分保有者が少なくと

も相互に最低限の配慮をなす義務を負う一般条項を定めるべきであると主張

される 98。

６．従業員の共同決定

　中小企業における従業員の共同決定は、単にドイツ、スイス、デンマーク

のように若干の加盟国でしか制度化されていないことから、共同決定につい

ては、原則として、SPE が登記された所在地の加盟国に存在する共同決定

に係る規整が適用される（規則案 34 条 1 項）。この原則は、国境を超えて登

記の所在地を移転する場合（規則案 38 条 1 項）や、国境を超えて一もしく

は複数の既存の会社と合併することで SPE を設立する場合（規則案 34 条 3

項）にも、同様に適用される。共同決定のために従業員代表と交渉する指揮

機関の構成員の義務については例外的な場合にしか存在せず 99、したがって、
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交渉義務は、少なくとも従業員の 3 分の 1 が本源国の所在地にとどまる一方

で、登記の所在地における共同決定上の従業員保護の程度が低いか、あるい

は共同決定制度を欠くような加盟国に移転される場合に存在するにすぎない

（規則案 34 条 2 項、38 条 2 項および 3 項）。交渉が不調に終わった場合は、

移転前の本源国の法が継続して適用される（規則案 38 条）。なお、新設され

た SPE が従業員の共同決定に服する場合には、経営機関の構造上、共同決

定の権利行使が可能でなければならないことから、ドイツの有限会社の場合

と同様に監査役会の設置が必要となる 100。

　共同決定の問題は、SE の創設に際しては、数十年にわたった懸案の問題

であったが、SPE に関してはあまり深刻ではないといわれる 101。なぜなら、

EU の全企業の約 98%は、有限会社の監査役会に従業員を参加させる義務が

生じる 500 名の従業員数に達していないからである。したがって、SPE が

目標とする主たる対象は、少なくともドイツでは共同決定を免れることにな

ろう。

７．登記された所在地の移転

　SPE は、法人格を維持しながら会社の解散を強制されることなく、登記

された所在地を、他の加盟国に移転することができる（規則案 35 条 1 項）。

所在地の移転は、受入国における登記の時点から有効になる（規則案 35 条

3 項）。ただし、第三者の利益を保護するために、解散、清算、倒産もしく

は支払停止に基づく手続中においては、登記された所在地の移転は許されな

い（規則案 35 条 2 項）。移転を計画する経営機関は、本源国および受入国に

おける SPE の名称および登記された所在地の住所、受入国における SPE の

定款、移転に要する時間、移転に係る詳細な情報などが記載された書面を作

成し、持分保有者の決議を経て公表する（規則案 36 条 1 項、2 項（b）、27

条 1 項（l））。また、移転に反対する少数持分保有者および債権者の保護に
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ついては、本源国の国内法に服する（規則案 36 条 6 項）。もっとも、国境を

超えて所在地を移転する場合、移転を妨げる本質的な障害は、手続上の障害

ではなく、通常の場合、税法に基づくものであろうと指摘される 102。これ

は、所在地の移転に基づき、最終課税（Schlussbesteuerung）および移転課

税（Wegzugsbesteuerung）が生じることによって秘密準備金の発見につな

がるからであるとされる 103。

８．組織再編および解散

　SPE の組織再編（組織変更、合併および分割）については、解散とともに、

各加盟国の国内法に従う（規則案 39 条、40 条 2 項）。これに対して、解散

については、SPE の設立に係る期間の経過、持分保有者の決議、各加盟国

の国内法に規定された場合のいずれかの事由が生じる場合に行われる。

９． 補足規定、経過規定および最終規定

　SPE は、その所在地の加盟国において異なる通貨が流通する場合であっ

ても、資本をユーロで計上し、かつ年度決算書をユーロで作成することがで

きる（規則案 42 条）。また、各加盟国は、あらゆる適切な予防措置をもって、

本規則の効力発生を保障しなければならない（規則案 43 条）。各加盟国は、

本規則の諸規定に違反した場合における制裁に係るルールを定め、かつその

適用のために必要な措置を講じる資格を有する（規則案 44 条）。この規則

は、2010 年 7 月 1 日から適用されるが（規則案 48 条）、施行された場合には、

国内法化の過程を経ることなく、各加盟国に直接に効力を生じる（EC 条約

249 条 2 項）。なお、SPE の試験段階として、本規則の適用が遅くとも 2015

年 6 月 30 日までにヨーロッパ委員会によって審査される。
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IV. 結びに代えて

　SPE 創設のための EU の努力がこれまで幾度となく払われてきたが、よ

うやく実現の運びになった 104。これまで学説からも肯定的な意見が多く、

SPE に対する実務からの期待も大きかったことからすれば、当然の成り行

きであると評価できるのではなかろうか。前述のように、SPE 規則案は全

部で 48 ヶ条と比較的少ないものの、中小企業が国境を超えてサービスを提

供する場合や販売網を構築するには、とくに魅力的であるとされる。このこ

とは、これまで成立の背景を含め、各規制について概観してきたように、最

低資本金が 1 ユーロで足りることや、機関設計の規整を幅広く定款にゆだね

るなど、中小企業を意識した有利な点が多くみられることからも明らかであ

ろう 105。各加盟国の国内法から切り離され、かつ標準化されることで、EU

域内での SPE の利用が促進されることになり、これによって、中小企業は

少なくとも渉外関係に要する法律相談に係る費用を著しく引き下げることも

できるのである。SPE は、中小企業だけでなく、大企業やコンツェルン、ジョ

イント・ベンチャー（Gemeinschaftsunternehmen）や持株会社、ならびに

国境を超える組織再編や M&A にもその使途の可能性が開かれており、そ

の多様な利用が期待されている 106。

　しかしながら、その反面、最終的に SPE 規則案が完全法規として策定さ

れなかったことや、SPE がコンツェルンの形成に際して各加盟国の複雑な

国内法に従うことは、多少とも SPE の魅力を引き下げるだけでなく、また

モデル定款を利用しなかったことは設立に係る費用を生じさせる一因にもな

る 107。持分保有者の誠実義務が必要かどうかも、とりわけ企業結合関係か

ら生じる問題の処理として重要であることからすれば、残された検討課題は

少なくない。さらに、ドイツでは、2008 年 10 月 23 日の有限会社法の現代

化および濫用の克服に関する法律（MoMiG）の制定によって、（有限責任）
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事業者会社（Unternehmergesellschaft （Haftungsbeschränkt））といういわ

ば「ミニ有限会社」が創設されたのに対して（ドイツ有限会社法 5a 条）、さ

らにイギリスでは、すでに有限責任会社が存在することからすれば、必然的

に SPE が実際に中小企業にとって最適の会社形式なのかどうかという競合

問題も生じさせることになろう。SPE が EU 域内で果たす役割は小さくな

いと思われるが、実務での運用や残された課題の克服がどのようになされる

のか、その関心は尽きないが、いずれにしても、今後の発展に注目していく

必要がある。

〔付記〕本稿は、（財）全国銀行学術研究振興財団による 2009 年度の助成に

係る研究である。この度の助成に心から謝意を表します。

（注）
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の団体、2009 年には 47 の団体が設立されたとされる（2010 年 1 月 28 日現在）。

5 Verordnung （EG） Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. 10. 2001 über das Statut der 
Europäischen Gesellschaft （SE）, ABl. L 294 vom 10. 11. 2001, S. 1 ff.
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Europäischen Genossenschaft （SCE）, ABl. L 207 vom 18. 8. 2003, 1 ff. ヨーロッパ協同
組合は、現在、ヨーロッパ全域でイタリアの ESCOOP および Nova、ならびにドイツの
Europäisches Prüfinstitut Wellness & SPA の 3 つが存在するにすぎない（Bayer/Schmidt, 
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2008/09, BB 2010, S. 387, 388 Fn. 22）。

7 Eidenmül ler/Engert/Hornuf ,  Die SE:  Empir ische Bestandsaufnahme und 
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Engert/Hornuf, a. a. O., S. 725）。
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 9 Vgl. Vorschlag, a. a. O. （Fn. 8）, S. 2.
10 Vorschlag, a. a. O. （Fn. 8）, S. 1 ff. なお、SPE 規則案の概要については、すでに天野文子「ヨー

ロピアン・プライベート・カンパニー（Societas Privata Europaea）の概要と日系企業へ
与える展望」国際税務 29 巻 7 号 88 頁以下（2009）がある。
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DB 2008, S. 2179 ff.; Peters/Wüllrich, Grenzenlose gesellschaftsrechtliche Flexibilität - die 
Societas Privata Europaea （SPE）, NZG 2008, S. 807 ff.; Schmidt, Der Vorschlag für eine 
Verordnung über die europäische Privatgesellschaft （SPE） - eine europäische Rechtsform 
speziell für KMU, EWS 2008, S. 455 ff.; Cannivé/Seebach, Unternehmergesellschaft 

（haftungsbeschränkt） versus Europäische Privatgesellschaft （SPE）: Wettbewerb der 
Ein-Euro-Gesellschaften?, GmbHR 2009, S. 519 ff.; Hadding/Kießling, Die Europäische 
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Societas Privata Europaea- Unternehmensleitung und Haftung, DStR 2009, S. 857 ff. を参照
した。

12 Kuck/Weiss, a. a. O. （Fn. 11）, S. 498.
13 Steinberger, a. a. O. （Fn. 11）, S. 27.
14 Vgl. Dejmek, a. a. O. （Fn. 11）, S. 879.
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zum Thema “Ein europäisches Rechtsstatut für KMU”, ABl. C 125 vom 27. 5. 2002, S. 100 
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=OJ:C:2002:125:0100:0104:DE:PDF において参照することができる）.
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19 Steinberger, a. a. O. （Fn. 11）, S. 27.
20 Vgl. Steinberger, a. a. O. （Fn. 11）, S. 28.
21 Steinberger, a. a. O. （Fn. 11）, S. 28.
22 Steinberger, a. a. O. （Fn. 11）, S. 28.
23 Vgl. Steinberger, a. a. O. （Fn. 11）, S. 28.
24 Steinberger, a. a. O. （Fn. 11）, S. 28, Fn. 6 によれば、とりわけフランクフルトのドイツ機械・

建築連合協会（Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. （VDMA））、ベルリ
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la Communauté européenne （UNICE））、 パ リ の フ ラ ン ス 企 業 運 動（Mouvement des 
Entreprises de France （MEDEF））ならびに同商工会議所が支持を表明していたとされる。

25 ドイツ機械・建築連合協会は、EU における大規模な投資財団体（Investitionsgüterverband）
である。その約 3,000 社の構成メンバーのうち約 86%が中小企業であり、そのうち 3 分の 2
は、100 名未満の従業員しかいない中小企業であるとされる。ドイツにおける機械および
建築関係は、1 億 5100 万ユーロ未満の売上高しかないが、約 865,000 人の従業員が従事し
ているとされる（Vgl. Steinberger, a. a. O. （Fn. 11）, S. 28, Fn. 14）。

26 Frischhut, a. a. O. （Fn. 11）, S. 217 f.
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27 これについては、http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_
de.htm において参照することができる。

28 Vgl. Hadding/Kießling, a. a. O. （Fn. 11）, S. 146.
29 Vgl. Steinberger, a. a. O. （Fn. 11）, S. 29; Kuck/Weiss, a. a. O. （Fn. 11）, S. 499.
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499.
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41 Vgl. Brems/Cannivé, a. a. O. （Fn. 11）, S. 629; Cannivé/Seebach, a. a. O. （Fn. 11）, S. 

526; Dejmek, a. a. O. （Fn. 11）, S. 879; Frischhut, a. a. O. （Fn. 11）, S. 219; Hommelhoff/
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Slg. 1999, I-1459 ff. 本件ならびに以下の 2 つの判決については、http://eur-lex.europa.eu/
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郎先生古稀記念『商法の歴史と論理』（新青出版・2005）59 頁、同「共同体法における会
社法の基本問題とその課題―ヨーロッパ会社と開業の自由を中心に―」慶應法学 3 号 1 頁、
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